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現代日本学概論 I「現代日本における職業」

第1講　労働統計(1) さまざまな働きかた

田中重人 (東北大学文学部教授)

[テーマ] 労働力調査について

1 宿題について

気を付けてほしいこと：

• 参照した資料の情報を必ず書く。自分の書いたことについて、どの部分はどの資料を参照したのかがわかる
ようにしておくのが望ましい (レポート等での文献参照とおなじ)

• 資料そのままではなく、自分が理解した内容 に沿って整理する。引用は必要最小限の範囲とし、鍵括弧で囲
むなど、引用であることをはっきりさせる

• 字をまちがえない

1.1 「労働力人口」「完全失業率」の定義

[解答例] 「就業者」人口と「完全失業者」人口をあわせたものが「労働力人口」である。「就業者」とは、収入
をともなう仕事を調査週間中にした者 (従業者) と、仕事はしていなかったが賃金を受けとっていた雇用者と
仕事を休み始めてから 30日未満の自営業者 (休業者) の合計。「完全失業者」とは、(1) 就業者ではなく、(2)

調査週間中に，求職活動をしていて、(3) 仕事がみつかればすぐ働ける、の 3条件を満たすものをいう。完全
失業者の人数を労働力人口で割ったものが「完全失業率」である。

労働統計でいう「労働」(labor) は、基本的には「収入をともなう仕事」を指します。ただし、家族従業者は例
外的に、無給でも「就業者」にカウントします。「労働力調査」が始まった当時は、無給の家族従業者は、特に農
林漁業で大きな比率を占めていました。
基本的なことは、 http://www.stat.go.jp/data/roudou/pdf/hndbk02.pdf の 5頁の図をみてください。上の

解答例には例外事項がいろいろあります。無給の家族従業者のあつかいのほか、育児休業中で雇用保険からの給
付金 (これは賃金ではない) を受け取ってる場合も「休業者」にふくめる、過去の求職活動の結果を待っていただ
けの場合も「求職活動」とみなす、など。

2018年から、「完全失業者」の定義をすこしゆるめた「失業者」概念が創られ、詳細集計では「完全失業者」の
かわりにこちらの「失業者」人口が使われています。ただし、基本集計のほうは従前のままで、一般に「労働力
人口」「失業率」として発表されているのはこちらのほうなので、その意味では定義の変更はされていないことに
なります。



1.2 「労働力人口」「完全失業率」の経済政策における意味

[解答例] 「労働力人口」「完全失業率」はどちらも労働供給の状態をあらわす指標であり、マクロ経済的な政
策をきめるのに必要である。「労働力人口」は、働ける (その意思のある) 人数の総計であり、労働供給の上
限をあたえる。労働力人口を短期間に変動させることはむずかしいので、長期的な見通しを立てて政策を考
えるのがふつう。「完全失業率」は、利用可能な労働力人口のうちで実際には働いていない (しかし仕事さえ
あればすぐに働ける) 人の比率なので、労働供給を短期的に拡大する余地がどれくらい残っているかを示す。
完全失業率を減らしてゼロに近い状態 (=完全雇用) を実現し、労働供給の制約の中での最大の成長を図るこ
とが、経済政策の目標のひとつである。

労働に関する調査は、第 1次世界大戦のあと設立された国際労働機関 (ILO) の活動で、各国で広がっていきま
す。このときの主要な関心事項は、貧困の防止と労働者の権利保障でした。
その後の大恐慌に対する経済政策や、近代的なマクロ経済学 (いわゆるケインズ派) の発展にともない、正確な

調査データに基づいて経済政策を調整するという発想が主流になっていきます。「労働力調査」が始まった 1940年
代後半は、経済学において経済成長の理論が流行していた時期でもあります。(Harrod と Domar が独立に発案し
た経済成長モデルをそれぞれ発表したのがこのころ)。

1.3 調査実施方法と最近 30年間の変更点

[解答例] 下記「調査の特徴」を参照。40年前からの変化としては、光学読み取り用紙への変更 (1992年)、「特
定調査票」の導入 (2002年)、統計法改正にともない「基幹統計」に指定 (2009年)、「未活用労働」項目の導
入 (2018年)、インターネット回答方式の導入 (2020年) などがあります。

2 「労働力調査」に関する情報源

2.1 オンラインの情報

本来であれば、総務省統計局から毎年発行される『労働力調査年報』の解説部分を見ることが望ましい (下記
参照)。
図書館が使えない場合は、オンラインでみられる資料を何とかして探すことになります。調査結果のデータは、

「政府統計の総合窓口」(http://www.e-stat.go.jp) にもあるのですが、ここにはまとまった資料はないので、調
査主体である総務省統計局のサイト http://www.stat.go.jp をみるのがよいでしょう。

• 「労働力調査」のページ: http://www.stat.go.jp/data/roudou/

• 「労働力調査の概要，結果等」: http://www.stat.go.jp/data/roudou/index2.html あまりくわしくはない
(すこし古い?)

• 「労働力調査の調査事項」: http://www.stat.go.jp/data/roudou/8.html 調査票と記入案内のPDFファイ
ルあり

• 「労働力調査の解説」(2019年 6月版): http://www.stat.go.jp/data/roudou/10.html

• 「労働力調査 標本設計の解説」(2018年 4月版) http://www.stat.go.jp/data/roudou/9.html
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2.2 東北大学附属図書館における統計資料の所在

図書館での統計資料は 1か所にはかたまっておらず、分散しているので、探すのに慣れがいります。

• 本館 1号館 経済統計コーナー: 毎年刊行の報告書の最新のもの
• 本館 2号館 経済統計: 毎年刊行の報告書で前年～1989年出版のもの
• 本館 2号館 雑誌: 1988年以前のもの、一年以上の間隔で刊行の報告書の一部
• 本館書庫: 一年以上の間隔で刊行の報告書の一部

「労働力調査」の場合、最近 30年くらいの報告書は「経済統計」(本館 2号館 1階) に配架されています。それ
より古いものは、ふつうの雑誌とおなじあつかいになっています。本館 2号館 2階で「ROD...」のあたりを探し
てください。
調査の概要や方法について知るには、印刷体の報告書の解説 (報告書の巻頭または巻末にある)を読むのがいい。

3 「労働力調査」について

3.1 組織と歴史

「総務省統計局」は日本政府の統計関連の事柄を中心的に取りあつかっている組織です。1881年に太政官統計
院が設立され、それ以降、内閣統計局、総理府統計局、総務省統計局などを経て、2001年の省庁再編で総務省所
属になっています。https://www.stat.go.jp/museum/toukei150/nenpyo/ など参照。
「労働力調査」は労働力、雇用、失業などの状況を迅速にとらえるための調査として 1946年 9月に開始。戦後

改革の一環で、アメリカ合衆国の Monthly Report on Labor Force を参考に当初設計されました。約 1年間は試
験期間で、1947年 7月からが本格的な調査開始。1950年には「統計法」(1947年法律第 18号) に基づく「指定統
計」となります。
その後、時代にあわせて変更を加えながらも、長期にわたる比較ができるよう、継続性を優先して毎月の調査

が続いてきています。

3.2 調査の特徴

• 毎月の最後の 1週間について調査する
• 全国から地域 (国勢調査の調査区を約 3000) →住戸 (各調査区から約 15戸) を無作為に抽出し、そこに住む世
帯の 15歳以上の者全員 について調査する (http://www.stat.go.jp/data/roudou/pdf/hndbk06.pdf)

• 同一住戸を 2か月連続で、同一調査区を 4か月連続で調査する。これらは毎月、一部ずつ入れ替えている。
• 毎月末日 (または最後の 1週間) についての情報を書く
• 世帯員全員についての情報を 1枚の光学読み取り用シート (両面) に書く (インターネットで回答することも
できる)

• 実際の調査にあたるのは、各都道府県で雇われる統計調査員 (非常勤公務員) (http://www.stat.go.jp/data/

roudou/pdf/hndbk04.pdf 28頁の図を参照)

• 全国の人口の一部しか調べていない調査であるが、別の調査 (国勢調査と人口動態、出入国管理統計による人
口推計) から全国の性別・年齢・地域別の人口分布がわかるので、それを利用して、全国の人数を推定してい
る (比推定)
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3.3 基礎調査票と特定調査票

労働力調査の調査票は、「基礎調査票」と「特定調査票」のふたつがあります。前者はもとからの「労働力調査」
を継続しているものです。後者はかつて「労働力調査臨時調査」「労働力調査特別調査」としておこなわれていた
ものを「労働力調査」に統合したものです (2002年から)。「基礎調査票」の質問は、労働に関する基本的な項目
に絞り、長期的な比較のために内容を維持していきています。一方、「特定調査票」は、時代の変化に応じてとき
どき内容を切り替えてきています (特に非正規雇用や周辺的な労働などの項目)

2013年に大きな変更があり、以前は「特定調査」に含まれていた非正規雇用の分類や、労働契約期間に関する
質問などが「基礎調査」に移動しました。

3.4 結果の公表

毎月の調査について報告書 (月報) が刊行されます。1年分 (1月から 12月) についての平均をまとめた報告書
(年報) は、年 1回の刊行です。いずれも、標本による集計結果そのものではなく、母集団についての人数を推計
した結果が表示されています。
集計結果は「基本集計」と「詳細集計」にわかれています。おおむね、前者が「基礎調査票」、後者が「特定調

査票」の内容の集計です。
また、これらの集計結果の電子ファイルを「政府統計の総合窓口」(http://www.e-stat.go.jp) からダウンロー

ドできます。

4 応用問題

提出の必要はありません。どうしても出したい場合は、今回の「宿題」の最後に追加で書いておいてください。

4.1 調査事項やその説明について

http://www.stat.go.jp/data/roudou/8.html から、「労働力調査」の「基礎調査票」「特定調査票」およびそ
れらの記入上の注意事項のPDFファイルを見て、自分で回答してみましょう。
どこが答えにくいでしょうか? 改善する余地があるとしたらどこでしょうか?

4.2 調査対象の抽出について

「労働力調査 標本設計の解説」<http://www.stat.go.jp/data/roudou/9.html> の付録 <http://www.stat.

go.jp/data/roudou/hyohon/pdf/hyohon10.pdf> 44–45ページの図をみて、「労働力調査」の対象となる世帯が
どのような手順で抽出されているか、考えてみましょう。
標本設計の概説 <http://www.stat.go.jp/data/roudou/hyohon/pdf/hyohon01.pdf> 5–7ページに文章での

解説があるので、それと照合して理解するとよいと思います。

4.3 調査で使われている用語について

「基礎調査票」裏面のいちばん上に「勤めか自営かの別及び勤め先における呼称」の質問があります。これに
ついて、つぎのことを考えてみてください。

• 「自営業主」と「会社などの役員」はなにが違うか
• 「塾の試験などの採点・添削を自宅でおこなう」ような働きかたは、この分類ではどこに入るか

http://www.stat.go.jp/data/roudou/pdf/hndbk05.pdf の 36頁以降など参照。
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5 予定

来週 (5/1) は休講とします。その分の時間は、レポート課題 (2023年の報道から職業に関連する記事を 1つ選
び、この授業の内容と関連付けて説明する)の対象記事の選定などに充ててください (レポート計画の提出は6/9)。

6 宿題

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」について、2019年に発覚したのはどのような問題か。また、それはなぜ
問題だと考えられるか。
上記のように 1週休みのため、提出は 5月 5日 (金) 12:00 です。
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